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Ⅰ は じ め に

本論文の目的は, 企業内人事マイクロデータを

用いたパネル推定を行うことにより, 賃金構造を

より精緻に把握すると共に, 賃金実態に与える制

度改定の効果を捉えることである｡ 具体的には,

制度改定を行ったある企業 (従業員数約 1100 名の

製造業) について, 人事部資料と聞き取りからそ

の制度改定の詳細な内容を明らかにし, それによ

る賃金実態の変化を実証的に検証する｡

近年, ｢成果主義｣ の導入が議論される中で,

人事・賃金制度改定が注目されている1)｡ ｢成果主

義｣ 的な賃金制度改定に伴うインセンティブやモ

ティベーションの変化が注目されているが2), そ

もそも制度改定によって実態としての賃金構造が

どう変化したかについて確認する必要がある｡ 制

度が意図通りに運用されず, 実態が ｢成果主義｣

的に変化していなければ, 制度改定が従業員に与

える影響を議論することは簡単ではない｡

一企業内の賃金実態を把握するには, 人事マイ

クロデータが必要である｡ さらに, 同一個人につ

いての複数年のデータが入手できれば, それを用

いてパネル推定を行う方がよい｡ 一時点のクロス

セクション分析よりも精緻な分析が可能となるか

らである｡

人事マイクロデータを用いた賃金関数の推定,

特に年齢の係数に着目する場合に, クロスセクショ

ン推定よりもパネル推定が望ましい理由として,

年齢と能力の相関があげられる｡ その原因のひと

つは, 世代効果である｡ 特に, 大竹・猪木 (1997)

で指摘されているような, 各世代の質の変化があ

げられる｡ 採用時の労働市場の需給バランス, 技

術革新などから, 世代ごとの質 (能力) が変化し,

トレンドを持つ可能性がある｡ つまり, たとえ訓

練によって年齢と共に能力が上がるということが

ないとしても, 企業内において世代 (年齢) によっ

て能力に差があることが考えられる｡ そうであれ

ば, 推定式において, 説明変数である年齢と, 誤

差項に含まれる観察されない能力の間に相関があ

ることになり, 推定が歪むことになる｡ パネル推

定では, 観察されない個人の能力・資質を考慮す

ることができるため, このような推定の歪みをい

くらか修正できる｡

企業内の賃金や昇進・昇格分析について, 人事

マイクロデータを用いた分析を行っている先行研

究としては, 昇格における査定と勤続の役割を分

析した冨田 (1992), 大竹 (1995), 勤続・給与・

生産性について分析した Medoff and Abraham

(1980, 1981) が代表的である｡ Baker, Gibbs and

Holmstrom (1994a, 1994b) では一企業の 20 年に

わたる人事データから昇進や賃金について実証的

な分析がなされている｡ 人事マイクロデータでパ
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ネル推定を行った研究としては, 松繁・柿澤・中

嶋・梅崎・岩田・井川 (2002) がある｡ この論文

では中小企業における査定, 昇格, 賃金格差につ

いてパネル分析を行い, 早期格差を個人効果の存

在から実証している｡

本論文では企業の制度改定にも着目する｡ 制度

改定が賃金構造に与えた変化をマイクロデータを

用いて分析した先行研究として, 都留・阿部・久

保 (2003) および中嶋・松繁・梅崎 (2004) があ

げられる｡ 都留・阿部・久保 (2003) では 3 社に

ついて長期の人事マイクロデータをプールした分

析を行い, 制度改定などによる報酬構造の変化に

ついて, 年齢や勤続の効果が小さくなり, 査定や

役職の効果が大きくなったことを示した｡ 中嶋・

松繁・梅崎 (2004) では, 成果主義を導入した企

業において, 制度改定の意図とは逆に管理職層で

賃金の年功化と格差の縮小が起こったことを示し

ているが, 制度改定前後の 2 時点のマイクロデー

タを用いたクロスセクション分析である｡ いずれ

も制度改定による実態の変化を確認した重要な研

究であるが, パネル推定は行われていない｡

本論文では賃金や人事考課のより精緻な推定,

さらには制度改定が賃金実態に与えた変化を捉え

るために, 企業内人事マイクロデータを用いたパ

ネル分析を行う｡

本論文の構成は以下の通りである｡ 続くⅡでは

対象企業の概要と制度を簡単にまとめ, Ⅲでは人

事・賃金制度改定を詳述する｡ 制度改定をふまえ

た実証分析についてはⅣの推定方法およびⅤの推

定結果で議論する｡ Ⅵはまとめである｡

Ⅱ 対象企業の概要と制度

本節では, 対象企業の人事・賃金制度を簡単に

まとめる3)｡ 対象企業は従業員数約 1100 人の製造

業で, 創業は古い｡ 2002 年時点では平均年齢

37.5 歳 (標準偏差 9.41), 平均勤続年数 13.6 年

(標準偏差 9.44) である｡ 男性が 83.1％で, 採用

形態別では新卒が 71％, 中途が 29％となってい

る｡ 経営状態は良好で業績も安定しているため制

度改定において人件費の削減は第一義の目的とさ

れていない｡ データは 1998 年から 2002 年までの

半年毎, 9 期分の個票データである｡ 個人につい

て賃金, 評価, 勤続年数等の 4 年半にわたる人事

データをパネルデータとして用いる｡

人事・賃金制度の基本は職能資格制度である

(表 1)｡ 賃金は月例賃金, 夏賞与, 冬賞与, 決算

賞与から構成されており, 月例賃金は所定内賃金

と所定外賃金に分けられる｡ 所定内賃金は基本給

と所定内手当から成る｡ 基本給は年齢給と勤続給

から成る ｢本人給｣ と, ｢職能給｣ から構成され

ており, 構成比は年齢によって異なる4)｡ ｢職能給｣

は職能等級ごとに設定されており, 職能給の毎年

の増加部分 (定期昇給) については, 人事考課の

｢昇給点｣ が反映される｡ 1 号俸上がれば何円賃

上げされるかというピッチが等級ごとにあらかじ

め決められており, ｢昇給点｣ に応じて昇号数

(号俸の上昇数で通常 0～4 号俸) が決定する｡ 職能

等級の昇格にあたっては職能資格要件 (最低号俸,

最低滞留年数, 最低年齢, 通信教育, 研修) を満た

し, 筆記試験や第三者評価面接, 過去 3 年間の人

事考課 (昇給点) 等が審査されて総合的に判定さ

れる｡ 過去の人事考課と共に考慮される第三者評

価による面接評価点は, 非常に重視されている｡

昇格審査に合格すれば一つ上の資格の 1 号俸に位

置付けられ, 必ず昇格昇給が発生する仕組みであ

る5)｡

賞与は, 現行制度では本人の基本給ではなく資

格別平均基本給 (Ⅲにおいて後述) を算出基礎に

用いて, 賞与金額 (資格別平均基本給に, ｢業績評

価点｣ から換算される月数を乗じた金額), 役職手

当, 職種手当で決定されている｡ この決定方式は
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表 1 職能資格制度 (総合職)

職能等級 対応役職 初任格付 最低年齢

10
部長クラス

9

8
課長クラス

7 35 歳

6

一般社員

32 歳

5 29 歳

4 博士卒 26 歳

3 大卒・修士卒 22 歳

2 高専・短大卒 20 歳

1 高卒 18 歳



1999 年冬賞与から全社員に適用されているが,

各期の賞与決定方式は ｢成果主義｣ 的な変遷をた

どってきた｡ 詳しくは次節で確認する｡

人事考課と賃金の関連をみると, 定期昇給は前

年度 1 年間 (4 月～3 月) の人事考課が反映され,

賞与は半年毎の人事考課が反映されて決定される｡

具体的には, 夏賞与は前年度下半期 (10 月～3 月)

の人事考課が反映され, 6 月に支給される｡ 冬賞

与は今年度上半期 (4 月～9 月) の人事考課が反映

され, 12 月に支給される｡ 現行制度では賞与の

人事考課は ｢業績評価点｣, 基本給および昇進・

昇格の人事考課 (昇給点) は ｢行動評価点｣ であ

る｡

Ⅲ 制度改定の詳細

賃金実態について制度改定を考慮した実証分析

を行う際には, まず制度改定の内容を把握する必

要がある｡ 対象企業において, 制度改定は一時点

での急激な改革ではなく, 人事考課制度やそれに

関連する賃金制度の段階的・漸進的改定であった｡

以下ではそれら諸制度の変遷を詳細に確認する｡

まず, 人事考課制度の改定をみる｡ 人事考課制

度はその変遷により 1998 年上半期～1999 年下半

期 (1998 年冬賞与に反映される評価から 2000 年夏賞

与に反映される評価まで), 2000 年上半期 (2000 年

冬賞与に反映される評価), 2000 年下半期～2002

年上半期 (2001 年夏賞与～2002 年冬賞与に反映され

る評価) の 3 期に区分できる｡

はじめに, 1998 年上半期～1999 年下半期をみ

てみる｡ 1998 年上半期には, ｢業績点｣ ｢情意点｣

｢能力点｣ にウェイト付けして賞与点・昇給点を

算出し, それによって賞与および昇給を決定して

いた6)｡ このウェイトは, 等級に応じて部長クラ

ス・課長クラス・係長クラスなどで異なる｡ 1998

年下半期 (1999 年夏賞与反映分) には, 賞与にお

ける成果配分比率を高める一方, 基本給部分を安

定的に処遇する方向にウェイトが変更された｡ 各

等級のウェイトとその変更は表 2 に詳しい｡

まとめると, 1998 年上半期から 1999 年下半期

までは, 三つの評価がウェイト付けされて点数

(賞与点) が算出され, それが賞与月数に換算さ

れて賞与が支給されていた｡ 同様に, ウェイト付

けして算出された昇給点が昇号数に換算されて昇

給 (基本給) が決定されていた｡

これに対し, 過渡期である 2000 年上半期

(2000 年冬賞与に反映される評価) には, 人事考課

は従来通り ｢業績点｣ ｢情意点｣ ｢能力点｣ の 3 つ

の評価を出すが, そのうち賞与には ｢業績点｣ の

みを反映させ, 昇給 (基本給) には従来通りウェ

イト付けして算出された昇給点が反映されること

になった｡ つまり賞与は三つの評価をウェイト付

けするのではなく, ｢業績点｣ のみをそのまま月

数に換算して決定される｡

現行制度である 2000 年下半期～2002 年上半期

(2001 年夏賞与～2002 年冬賞与に反映される評価)

には, ｢業績評価点｣ が用いられるようになり,

賞与のみに反映されるようになった｡ 同時に,

2001 年以降 (2001 年, 2002 年) の基本給 (昇給)

および昇格・昇進に反映される昇給点として ｢行

動評価点｣ が用いられるようになった7)｡

もうひとつの重要な制度改定は, 資格別平均基

本給の適用である｡ 資格別平均基本給とは, 職能

資格等級ごとの基本給の平均値であり, これを賞

与算出のベースにするというものである8)｡ この

企業では 1998 年冬賞与から管理職 (一部を除く)

を対象にこれを導入した9)｡ 算出基礎が個人の基

本給ではなくなることで, 基本給における年齢給

(および勤続給) 部分の差がなくなるだけでなく,

評価の積み上げ効果もなくなるため, 賞与の決定
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表 2 賞与点・昇給点への換算ウェイトとその変更
(単位：％)

賞与点 業績 情意 能力

9, 10 等級 70→90 10→10 20→0

7, 8 等級 70→80 10→20 20→0

4～6 等級 60→70 20→30 20→0

1～3 等級 40→60 30→40 30→0

昇給点 業績 情意 能力

9, 10 等級 50→60 20→10 30→30

7, 8 等級 50→50 20→20 30→30

4～6 等級 40→40 30→30 30→30

1～3 等級 30→30 30→40 40→30

注：1998 年下半期に変更された｡



における年功的要素が小さくなる｡ この資格別平

均基本給は, 1999 年冬賞与から一般社員にも適

用された｡ 昇格したばかりの層にとっては賞与の

ベースが上昇するが, 同一資格に滞留することで

の賞与の増加はなくなる｡

以上で確認された段階的制度改定は図 1, それ

による人事考課 (評価) と賃金の関係の変化は図

2 のようにまとめられる｡ 半年毎に支給される賞

与の決定から, 長期的な能力評価や人物評価とい

える ｢能力点｣ ｢情意点｣ が除かれ, 半年の業績

評価である ｢業績点｣ のみが用いられるようになっ

た｡ さらに資格別平均基本給の導入により基本給

を通じた評価や報酬の積み上げ部分が減少する｡

この二つの施策から, 制度的には賞与の決定は非

年功化し, 業績点の効果が大きくなると予想され

る｡ 基本給については, 反映される人事考課の変

更がみられたが, 次節でもふれるように, 年功度

の変化を事前に予測することは困難である｡

上述のような制度改定をみると, 対象企業では

賞与部分のみを ｢成果主義｣ 的に改定したといえ

る｡ また, 人事部への聞き取りからも, 賞与では

業績に応じて大きすぎない格差をつけ, 基本給部

分は安定的に処遇するという方針が明確になって

いる｡
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図１　段階的制度改定�
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業績点は賞与のみに反映（基本給には行動評価点が反映）�
　　　　賞与＝資格別平均基本給×支給月数（業績評価点）�
　　　　基本給＝行動評価点が昇給点として反映�

賞与には業績点のみが反映（業績点は基本給にも反映）�
       　　賞与＝資格別平均基本給×支給月数（業績点）�
　　　　 基本給＝昇給点（業績点，情意点，能力点より）�

一般社員も含め，全社員に賞与の算出基礎として資格別平均基本給を導入�
             全社員：賞与＝資格別平均基本給×支給月数（業績点，情意点，能力点より）�

賞与の算出基礎として管理職（一部除外）に資格別平均基本給を導入�
　　　　　管理職：賞与＝資格別平均基本給×支給月数（業績点，情意点，能力点より）�
　　　　一般社員：賞与＝個人の基本給×支給月数（業績点，情意点，能力点より）�

注：資格別平均基本給は賞与の算出基礎として使用されるもので，毎月の基本給は個人によって異なる。�

図２　制度改定による人事考課（評価）と賃金の関係の変化�
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Ⅳ 推 定 方 法

前節で示された制度改定をふまえ､ これによる

実態の変化をみるため, パネルデータを用いた推

定 (人事マイクロデータのパネル分析) を行った10)｡

能力や資質といった観察されない要因 (誤差項に

含まれる) が, 年齢などの説明変数と相関してい

る場合, クロスセクションデータを用いた推定で

は係数に歪みが生じるという問題がある｡ つまり,

クロスセクション推定では係数にバイアスが生じ

ている可能性を否定できない｡ この推定の歪みは

パネルデータを用いた固定効果モデルでの推定に

よって修正されることが期待される｡ また, 制度

改定の効果をみるためにも, 同一個人について複

数期間を追ったパネル推定が望ましいと考えられ

る｡

パネル分析では, 個人に特有の効果 (個人効果)

を考慮した分析を行うことができる｡ 個人効果は

観察されない能力, 資質といった要因を捉えてい

る｡ 個人効果が存在し, 個人効果が他の説明変数

と相関していれば固定効果モデルで推定する必要

があり, 相関していなければランダム効果モデル

が支持される｡ また個人効果が存在しなければデー

タをプールして通常の OLS で推定すればよいこ

とになる｡

賞与と基本給について, それぞれクロスセクショ

ン推定とパネル推定を行った｡ また, 賞与に反映

される ｢業績点｣, 基本給を決定する ｢昇給点｣

という二つの人事考課についても, それぞれを被

説明変数としてクロスセクション推定とパネル推

定を行った｡

まず, ｢成果主義｣ 的な制度改定を行った賞与

部分の賃金構造の変化をみる｡ パネル推定では,

はじめに業績点を推定し, 次にその推定値 (予測

値) を使用して賞与を推定する｡ パネル推定の業

績点の推定は次の通りである｡

被説明変数：ln 業績点

説明変数：ln 年齢, 性別ダミー11), 中途入社者ダ

ミー12), 学歴ダミー13), 部門ダミー14),

ln 年齢と制度改定ダミー (三つ)15) との交差項,

ln 年齢と管理職ダミー16) との交差項,

ln 年齢と制度改定ダミーと管理職ダミーとの交

差項

業績点の出し方そのものに変化があったとすれ

ば 2001 年夏賞与以降, 目標管理制度が改定され

て ｢業績評価点｣ になった時点であると考えられ

るので業績点の推定では 2001 年夏以降ダミーが

重要である｡ しかしここでは賞与に関する制度改

定が業績点の決定に影響を与える可能性を考慮す

るため, 賞与の制度改定の三つのダミー (後述)

と年齢との交差項を用いることにした｡

次に賞与を推定した｡ パネルの推定は次の通り

である｡

被説明変数：ln 賞与

説明変数：ln 年齢,

ln 業績点 (上述の業績点の推定から得られた推定値),

ln 年齢と制度改定ダミー (三つ) との交差項,

ln 年齢と管理職ダミーとの交差項,

ln 年齢と制度改定ダミーと管理職ダミーとの交

差項,

ln 業績点 (推定値) と制度改定ダミーとの交差項,

ln 業績点 (推定値) と管理職ダミーとの交差項,

ln 業績点 (推定値) と制度改定ダミーと管理職ダ

ミーとの交差項, その他説明変数17)

推定において以下のことを考慮した｡ まず, 前

節でみたような漸進的制度改定にあわせて, 次の

三つの制度改定ダミーを作成する｡ 一般社員にも

資格別平均基本給が導入され, 一般社員・管理職

共に資格別平均基本給が賞与算出基礎になった

1999 年冬以降ダミー, 賞与には業績点のみが反

映されるようになった 2000 年冬以降ダミー, 評

価が業績評価点と行動評価点の二つになり, 業績

評価点が賞与のみに反映されるようになった

2001 年夏以降ダミーである｡ 賞与の推定ではこ

れらと年齢および業績点 (推定値) との交差項を

作成し, 制度改定の過程を通じた, 年齢の効果と

業績点の効果の変化をみる18)｡

また, 賞与に関する制度改定は管理職と非管理

職 (一般社員) で異なっていたため, 分析では管
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理職ダミーを用いて一般社員と比較する19)｡ その

ため, 年齢および業績点について, 制度改定ダミー

と管理職ダミーとの交差項を作成し, 説明変数に

加える｡ 段階的制度改定の意図通りに実態が変化

していれば, 賞与の決定において年齢の効果が小

さくなり, 業績点の効果が大きくなると予想され

る｡ ただし, その業績点の決定において年齢の効

果が大きくなっていれば賞与全体としての年功度

が低下したとはいえない場合もある｡ 年齢の効果

については注意して観察することが必要である｡

業績点と賞与のクロスセクション推定式は, パネ

ルの推定式から制度改定ダミーおよびそれとの交

差項を抜いたものである｡ 賞与のクロスセクショ

ン推定式では, 業績点の推定値として利用可能な

全ての変数を用いたものを使用している20)｡

次に, 昇給点および基本給の推定を行う｡ 昇給

点および基本給に関連する制度改定としては,

2001 年以降の基本給に反映される昇給点の算出

方法の変更があげられる21)｡ しかし, 賞与の制度

改定に反応して昇給点・基本給の実態が変化する

可能性を考慮し, 賞与の制度改定ダミー (三つ)

を用いた22)｡ 昇給点および基本給のデータは年 1

度, 4 年分である｡ パネル推定およびクロスセク

ション推定の手順は業績点と賞与の場合と同様で

ある23)｡

基本給の推定結果について制度改定から予測す

ることはできないが, 年功度を変化させる要因は

いくつか考えられる｡ 一つには, 賞与と基本給が

補完的であれば, 賞与が非年功化したとき基本給

が年功化する可能性がある｡ 二つには, 基本給に

反映される昇給点の算出方法が変更され, 2001

年の基本給反映分から, これまでの ｢業績点｣

｢情意点｣ ｢能力点｣ のウェイト付けではなく ｢行

動評価点｣ といういわゆる ｢コンピテンシー｣ が

用いられるようになったことである｡ これによる

年功度の変化は, 年齢とコンピテンシーの関係に

依存しよう｡ 具体的行動を評価することから年功

と無関係になる可能性もあれば, この企業に必要

なコンピテンシーは年齢や勤続と共に高められて

いくかもしれない｡ さらに, ｢業績点｣ が業績に

応じて非年功的に評価されているとすれば, その

｢業績点｣ が昇給点に反映されなくなったことか

ら, 昇給点が年功化し, その結果, 基本給が年功

化することも考えられる｡ 最後に, 基本給決定が

職能等級 (昇格) にも依存していることも関係し

よう｡ 昇格にあたっては過去 3 年分の昇給点だけ

でなく, 第三者評価 (面接評価点) なども重視さ

れる｡ このため昇格管理が年功的か非年功的かと

いうことが基本給の年功度に影響することも考え

られる｡

Ⅴ 推 定 結 果

推定に先立ち, 基本的な統計量を示す (表 3)｡

推定の分析対象は, 勤続 1 年以上の総合職とし

た24)｡ 分析対象期間の最後である 2002 年でみる

と 888 名 (管理職 134 名, 非管理職 (一般社員) 754

名) で, 平均年齢 38.7 歳, 平均勤続年数 15 年,

業績評価点の平均点は 53.9 点, 基本給の平均金

額は 31 万 5442 円, 冬賞与の平均金額は 81 万

9276 円, 行動評価点 (昇給点) は平均 54.3 点と

なっている｡ 男性が 97％, 女性が 3％で, 中途入

社者は 25.3％である｡

パネル推定でははじめにデータをプールした

OLS, 固定効果モデル, ランダム効果モデルをそ

れぞれ推定し, いずれかの推定において F テス
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表 3 分析対象サンプルの記述統計量 (2002 年時点)

2002 年 サンプル数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

年齢 888 38.7 9.05 19.8 59.8

勤続年数 888 15.0 9.45 1.0 43.5

業績評価点 (上半期) 888 53.9 4.38 20.0 75.0

基本給 888 315442 82190 159197 635418

2002 年冬賞与 888 819276 250302 303000 2183750

行動評価点 (昇給点) 855 54.3 4.21 25.0 65.0

注：分析対象サンプルは勤続 1 年以上の総合職｡ 育休, 海外駐在等を除く｡



トで有意になった変数のみを用いて改めて三つの

モデルを推定した｡ その上でモデル選択のテスト

を行った｡ 業績点の推定ではランダム効果モデル

が, 賞与・昇給点・基本給の推定では, 固定効果

モデルが採択された25)｡ ランダム効果モデルおよ

び固定効果モデルが支持された (個人効果が存在

する) ことで, データをプールした OLS 推定よ

りも, パネル推定が望ましいといえる｡

パネル推定とクロスセクション推定の結果を比

較するため, まず年齢の係数について確認する

(表 4)｡ 年齢係数の変化をみると, 両推定では係

数が少なからず異なる｡ パネル推定ではクロスセ

クション推定の係数のバイアスが修正された可能

性がある｡ 毎年のクロスセクション推定の係数も

確認したが, ほとんどの推定でその変化は不規則

で一定の傾向はみられず, 制度改定の効果の有無

や方向, 大小がはっきりしなかった｡ これに対し

て, パネル推定の結果をみると基本給と賞与で年

齢の効果は小さくなっており, 制度改定の効果も

明確に捉えられたといえる｡ 賞与と基本給につい

ては, 年齢の直接的な効果に加えて, 人事考課

(評価) を通じた間接効果も考慮した, 年齢の全

体的な効果を算出した26)｡ その結果, 間接効果を

考慮しても, 賞与と基本給について一般社員・管

理職共に非年功化が確認された｡

年齢の係数と同様に, 人事考課 (賞与における

業績点, 基本給における昇給点) の変化が賃金の変

化に与える効果についても比較したところ27), ク

ロスセクション推定とパネル推定では係数の値が

かなり異なった｡ たとえば, クロスセクション推

定では賞与における業績点の係数が大きくなり,

基本給における昇給点の係数は小さくなっていく

ようにみられたが, パネル推定ではどちらも大き

くなった｡ パネル推定の結果から, 制度改定によっ

て, 人事考課の変化が賃金の変化に与える影響が

大きくなったと解釈できる｡

賞与と基本給についてパネル推定の結果をまと

めると, 一般社員・管理職共に年齢の変化が賃金

の変化に与える効果が小さくなり, 人事考課 (評

価) の変化が賃金の変化に与える影響が大きくなっ

たことが確認された｡ 以下ではこのことを, より

詳細な推定結果からみておく｡

はじめに, 表 5 の賞与のパネル推定結果を検討

する｡ 賞与について行われた ｢成果主義｣ 的な制

度改定が実態に与えた変化を捉えることが実証分

析の主たる目的であり, 制度改定ダミーは賞与の

制度改定に合わせて作成した｡ このため, 賞与の

推定で制度改定ダミーを確認することが重要であ

る｡ 制度改定ダミーと年齢との交差項は全て有意

であり, その符号は負となった｡ 制度改定ダミー

と年齢と管理職ダミーとの交差項は三つあるが,

そのうち 1999 年冬以降ダミーとの交差項が有意

に正となった｡ これは, この制度改定が一般社員

を対象に資格別平均基本給を導入したものである

ためと考えられる28)｡ 制度改定による年齢の係数

の変化はこの 1 回目の制度改定を除き, 一般社員
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表 4 クロスセクション推定とパネル推定の年齢の係数比較

被説明変数 業績点 賞与 昇給点 基本給

年齢の効果 年齢の直接効果 間接効果も含めた全体効果 年齢の効果 年齢の直接効果 間接効果も含めた全体効果

一般社員 管理職 一般社員 管理職 一般社員 管理職 一般社員 管理職 一般社員 管理職 一般社員 管理職

クロス

セクション

制度改定前 －0.130 －0.117 0.955 0.592 0.756 0.365 －0.138 －0.121 1.015 1.050 0.868 0.920

制度改定後 －0.159 －0.150 0.947 0.526 0.486 0.029 －0.169 －0.162 0.974 0.782 0.866 0.641

パネル

支持されたモデル ランダム効果モデル 固定効果モデル 固定効果モデル 固定効果モデル

制度改定前 －0.087 －0.081 0.704 0.387 0.607 0.269 0.428 0.428 1.141 0.879 1.001 0.847

制度改定後 －0.072 －0.072 0.278 －0.019 0.167 －0.160 0.429 0.421 1.050 0.535 0.945 0.639

注) クロスセクション推定の ｢制度改定前｣ と ｢制度改定後｣ は, 業績点と賞与は 1998 年冬と 2002 年冬, 昇給点と基本給は 1999 年と 2002 年｡

注) 年齢の直接効果と, 間接効果も含めた全体的な効果については本文Ⅴおよび注 30) を参照されたい｡

注) パネル推定のモデル選択のテストについては注 25) を参照されたい｡ ここでは個人効果の F 検定, 固定効果モデルの Hausman 検定, ラン

ダム効果モデルの LM 検定の結果のみ簡単に示す｡ ( ) 内は P 値｡

業績点：F 検定 F＝10.49 (0.00), Hausman 検定 χ2 (18) ＝ 24.03 (0.154), LM 検定 χ2 (1) ＝ 7102.54 (0.00)

賞 与：F 検定 F＝23.59 (0.00), Hausman 検定 χ2 (22) ＝ 203.91 (0.00), LM 検定 χ2 (1) ＝14202.4 (0.00)

昇給点：F 検定 F＝ 9.41 (0.00), Hausman 検定 χ2 (16) ＝ 161.38 (0.00), LM 検定 χ2 (1) ＝ 1999.9 (0.00)

基本給：F 検定 F＝33.24 (0.00), Hausman 検定 χ2 (21) ＝1114.89 (0.00), LM 検定 χ2 (1) ＝ 2851.5 (0.00)



と管理職の間で違いがないという結果になった｡

一方, 制度改定ダミーと業績点との交差項につい

ては, 全て有意であり, 符号は正となった｡ 制度

改定による業績点の係数の変化について, 一般社

員と管理職の間で変化の大きさ (程度) は変わら

ないという結果になった｡

制度改定の結果をまとめ, 年齢の係数と業績点

の係数について確認しておく｡ 賞与のパネル推定

では, 年齢の係数は一般社員・管理職共に小さく

なった｡ 一般社員では 0.70 から 3 回の制度改定

を経て 0.28 へと小さくなった｡ 管理職では 0.39

から－0.02 となった｡ 一方, 業績点の係数は一

般社員・管理職共に大きくなった｡ 一般社員で

1.06 から 1.45 へ, 管理職で 1.38 から 1.77 へと

大きくなっている｡ 一般社員・管理職双方におい

て年齢の係数 (弾力性) が小さくなり, 業績点の

係数 (弾力性) が大きくなったということは, 賞

与の決定において年齢の変化が与える影響が小さ

くなり, 業績点の変化が与える影響が大きくなっ

たことを意味する｡ すなわち, 制度改定の結果,

賞与は非年功化したといえよう29)｡

しかし, 業績点の推定式では一般社員・管理職

共にわずかながら年功化していたことを考慮すれ

ば, 賞与の推定においては業績点を通じた年齢の

間接効果も含めた, 年齢の総合的な効果をみる必

要がある｡ そのような弾力性を計算したところ30),

一般社員では 0.61 から制度改定後は 0.17 へ, 管

理職で0.27から－0.16へと, どちらも小さくなっ

ていた｡

賞与については, 二つのチャネルから非年功化

の説明が可能である｡ まず, ｢情意点｣ ｢能力点｣

という, 評価項目が抽象的で, 長期的な能力・人

物評価といえるような評価を賞与決定から除いて

いき, 半年毎の賞与が半年毎の業績点のみで決ま

るようにしたこと｡ さらに, 資格別平均基本給を

用いることにより, 算出基礎に含まれる長期的な

評価および年齢給・勤続給の積み上げ部分を解消

したことである｡ 賃金の非年功化という推定結果

はこれらの制度改定と整合的である｡

次に, 表 6 の基本給の推定結果をみる｡ 一般社

員・管理職共に年齢の係数が小さくなり, 昇給点

の係数が大きくなったことが示された｡ 年齢の係

数は一般社員で 1.14 から 1.05, 管理職で 0.88

から 0.54 へと小さくなっている｡ また, 昇給点

の係数は一般社員で－0.33 から－0.25, 管理職

で－0.08 から 0.25 へと大きくなっている｡ なお,

昇給点の決定が一般社員で若干年功化 (管理職は

非年功化) していたことを考慮するため, 年齢の

間接効果も勘案した｡ この間接効果を含めた年齢

の効果をみると31), 一般社員で 1.00 から 0.95,
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表 5 賞与のパネル推定結果

ln 賞与の推定 (固定効果モデル) 係数 P > |t|

ln 年齢 0.704 0.000 年齢の係数 一般社員 管理職

ln 業績点 (推定値) 1.063 0.000 制度改定前 0.704 0.387

1999 冬以降ダミー×ln 年齢 －0.175 0.000 制度改定後 0.278 －0.019

2000 冬以降ダミー×ln 年齢 －0.166 0.000

2001 夏以降ダミー×ln 年齢 －0.085 0.000

管理職ダミー×ln 年齢 －0.317 0.001 業績点の係数 一般社員 管理職

1999 冬以降ダミー×管理職ダミー×ln 年齢 0.020 0.000 制度改定前 1.063 1.381

1999 冬以降ダミー×ln 業績点 (推定値) 0.149 0.000 制度改定後 1.451 1.769

2000 冬以降ダミー×ln 業績点 (推定値) 0.155 0.000

2001 夏以降ダミー×ln 業績点 (推定値) 0.084 0.000

管理職ダミー×ln 業績点 (推定値) 0.317 0.000 間接効果も含めた年齢の効果

部門ダミー 4 －0.042 0.000 一般社員 管理職

部門ダミー 6 －0.105 0.000 制度改定前 0.607 0.269

部門ダミー 12 0.057 0.000 制度改定後 0.167 －0.160

定数項 6.806 0.000

個人効果の F 検定： F (1041, 6813) ＝25.57 P 値＝0.00

総観測数 (サンプル数×期間) ：7869 サンプル数：1042

決定係数：0.3488 F 値：F (14, 6813) ＝260.71 P 値＝0.00

注：固定効果モデルで, 有意な変数のみに絞ったモデル｡



管理職は 0.85 から 0.64 へといずれも小さくなっ

ており, 基本給も非年功化していることが確認さ

れた32)｡ この理由は制度改定の内容からは説明が

困難であり, 前節でいくつかあげた要因について

の分析もなされていない｡ 基本給の非年功化の解

釈については今後の課題としたい｡

Ⅵ ま と め

本論文では, ｢成果主義｣ 的な人事・賃金制度

改定を行った企業を取り上げ, 聞き取りによって

制度改定の具体的な内容を明らかにし, それによ

る賃金構造の実態の変化を実証的に分析した｡ 用

いたデータはある特定企業の企業内人事マイクロ

データのパネルデータである｡

対象企業においては, 賞与部分に ｢成果主義｣

的な制度改定が行われた｡ その制度改定をふまえ

て実態の変化を実証的に確認するため, 業績点お

よび賞与の推定を行った｡ また, 昇給点と基本給

の推定も行った｡ これらの推定では, クロスセク

ション推定よりもパネル推定が望ましいことが示

唆された｡ 論文で目的としたことであるが, パネ

ル推定によってクロスセクション推定の歪みを修

正し, 賃金実態の変化をより精緻に推定すること

ができたといえよう｡ また, パネル推定を行った

ことで制度改定の効果も明確に取り出すことがで

きた｡ 推定結果をみると, 賞与の非年功化が確認

された｡ 制度改定の意図通りに実態が変化した事

例といえる｡ 一方, 大きな制度改定がみられず,

安定的な位置付けとされた基本給部分でも非年功

化が進んでいることが明らかとなった｡

残された課題としては, 基本給の推定結果 (非

年功化) の解釈, 特に昇格の分析があげられる｡

また, 本論文では制度改定によって実態が変化し

たことが確認されたが, この企業における制度改

定の目的が従業員のモティベーションの向上であ

れば, 実態の変化を受けた従業員のモティベーショ

ンの変化について分析していくことも今後の課題

といえる｡ 複数の企業についての分析が蓄積され,

本論文の結果の一般性が確認されることも望まれ

る｡

＊本稿の作成にあたり, 筆者の指導教官である松繁寿和氏 (大

阪大学) より多くの指導を賜った｡ 深く御礼申し上げたい｡

また, 鈴木亘氏 (東京学芸大学), 中嶋哲夫氏 (大阪大学大

学院国際公共政策研究科博士後期課程・人事教育コンサルタ

ント) からは有益なアドバイスをいただいた｡ 学習院大学に

おける研究会 (2004 年 3 月) では, 脇坂明氏 (学習院大学),

梅崎修氏 (法政大学) はじめ, 出席者より貴重なコメントを

いただいた｡ 関西労働研究会 (2004 年 5 月), 労働政策研究

No. 534/Special Issue 200462

表 6 基本給のパネル推定結果

ln 基本給の推定 (固定効果モデル) 係数 P > |t|

ln 年齢 1.141 0.000 年齢の係数 一般社員 管理職

1999 冬以降ダミー×ln 年齢 0.002 0.021 制度改定前 1.141 0.879

2001 夏以降ダミー×ln 年齢 －0.093 0.000 制度改定後 1.050 0.535

管理職ダミー×ln 年齢 －0.262 0.004

2001 夏以降ダミー×管理職ダミー×ln 年齢 －0.253 0.000

ln 昇給点 (推定値) －0.330 0.003 昇給点の係数 一般社員 管理職

2001 夏以降ダミー×ln 昇給点 (推定値) 0.083 0.000 制度改定前 －0.330 －0.077

管理職ダミー×ln 昇給点 (推定値) 0.254 0.003 制度改定後 －0.248 0.252

1999 冬以降ダミー×管理職ダミー×ln 昇給点 (推定値) －0.002 0.043

2001 夏以降ダミー×管理職ダミー×ln 昇給点 (推定値) 0.248 0.000

部門ダミー 11 －0.055 0.000 間接効果も含めた年齢の効果

部門ダミー 12 0.021 0.000 一般社員 管理職

部門ダミー 13 0.013 0.024 制度改定前 1.001 0.847

部門ダミー 17 －0.007 0.002 制度改定後 0.945 0.639

定数項 9.818 0.000

個人効果の F 検定： F (972, 2442) ＝34.38 P 値＝0.00

総観測数 (サンプル数×期間) ：3429 サンプル数：973

決定係数：0.7187 F 値：F (14, 2442) ＝445.64 P 値＝0.00

注：固定効果モデルで, 有意な変数のみに絞ったモデル｡

注：1999 冬以降ダミーは 2000 年以降ダミー, 2001 夏以降ダミーは 2001 年以降ダミーということになる｡ 本文注 22) を参照されたい｡



会議 (2004 年 7 月) における報告でも伊藤実氏 (労働政策

研究・研修機構) はじめ, 出席者より多くの重要なコメント

をいただいた｡ 日本経済学会 (2004 年 9 月) では阿部正浩

氏 (獨協大学) より貴重なコメントをいただいた｡ 御礼申し

上げたい｡ 分析対象企業人事部には重要なデータや資料の提

供のみならず, 聞き取りのために何度も御時間を割いていた

だいた｡ 心より感謝申し上げたい｡ なお, 本稿中の誤りはす

べて筆者の責任である｡

1) 厚生労働省平成 14 年 『雇用管理調査』 によると, 最近 3

年以内に人事考課制度の見直し・改定を行った企業割合は

31.2％で, その企業について見直し・改定事項 (複数回答)

をみると ｢業績考課の重視｣ 57.5％, ｢目標管理制度の導入・

充実｣ 47.1％などとなっている｡

2) そのような先行研究として, 大竹・唐渡 (2003), 守島

(1997, 1999) などがある｡

3) 制度の説明は対象企業人事部資料 (人事マニュアル等) お

よび人事部に対する聞き取りによる｡ 関連する人事・賃金制

度や制度改定については井川・松繁 (2004) も参照されたい｡

4) 年齢給は 50 歳で上昇が止まり 55 歳からゆるやかにダウン

し, 勤続給は 55 歳以上は付与されない｡ このため ｢本人給｣

のカーブは 55 歳から緩やかにダウンするように設計されて

いる｡

5) このため, 昇格者の夏賞与に関しては評価期間が前資格,

支給基準が新資格とずれが生じることから, 支給月数決定後

に月数が 1 ランク事務的に下げられている｡

6) ｢業績点｣ には目標管理制度が適用されており, 目標に対

して難易度・目標値・期限が決められ, 結果については難易

度・達成度によって評価点がつけられる｡ ｢情意点｣ とは挑

戦度・責任感・協調性・規律性・顧客志向が評価項目である｡

｢能力点｣ とは知識および技能・判断力・企画力・折衝力・

課題展開力・指導および監督力が評価項目である｡

7) ｢業績評価点｣ には旧制度の ｢業績点｣ 同様, 目標管理制

度が用いられる｡ 目標達成度・目標貢献度 (チャレンジ度)・

目標外の業務の達成度の三つを総合し, 総合貢献度と総合達

成度のマトリックスから評価がなされる｡ 旧制度との相違は,

定性的な仕事も目標項目として掲げ, 達成度・貢献度が評価

されるようになったことである｡ ｢行動評価点｣ は単に能力

評価と情意評価に代わるものではなく, いわゆる ｢コンピテ

ンシー｣ が採用され, ｢行動ガイド｣ を基準に実務遂行行動・

課題形成行動・自己研鑽行動・組織形成行動が具体的に評価

されるようになった｡ 評価の分布規制は行われていない｡ 平

均点規制 (現行では概ね 55 点) は行われてきたが, 現在は

賃金表をオープンにしている関係で部門間調整がスムーズに

なったという｡

8) 正確に等級ごとの基本給の平均値というわけではなく, 資

格ごとのバランスをとるなどの微調整がなされるとのことで

ある｡

9) 一部適用除外者は, 定年延長に伴って第一次定年後に再雇

用され, 異なった処遇制度が適用されている管理職者である｡

1998 年冬賞与 13 名, 1999 年夏賞与 7 名で, 分析から外した｡

10) データは unbalanced panel である｡

11) 女性を 1, 男性を 0｡

12) 中途入社者を 1, 新卒を 0｡

13) 職業訓練校卒, 高卒, 高専卒, 専修卒, 専門学校卒, 短大

卒, 大卒, 修士卒, 博士卒｡ ベースは中卒｡

14) 海外, 営業 1, 営業 2, 営業 3, 営業 4, 技術 1, 技術 2,

技術 3, 技術 4, 技術 5, 技術 6, サービス, 生産 1, 生産 2,

生産 3, 生産 4, プロジェクト｡ ベースは総務｡

15) 1999 年冬以降ダミー (1999 年冬以降を 1, それ以前を 0),

2000 年冬以降ダミー (2000 年冬以降を 1, それ以前を 0),

2001 年夏以降ダミー (2001 年夏以降を 1, それ以前を 0)｡

16) 管理職＝職能等級 7～10 等級を 1, 1～6 等級を 0｡

17) その他の説明変数として利用可能な変数は業績点の推定式

と同じ (性別ダミー, 中途ダミー, 学歴ダミー, 部門ダミー)

であるが, 識別性の問題は考慮されている｡

18) 本論文では年功的要素として勤続年数でなく年齢を用いた｡

これは年齢効果に関心があること, 中途入社者の処遇は前職

の給与を第一の基準に決定しており, 前職の給与に準ずる金

額から年齢給を引いて職能資格を求めている (すなわち対象

企業における勤続年数よりも個人の年齢を考慮している) こ

と, 企業側・労働者側が賃金を比較検討する際に考慮するの

は勤続年数よりも年齢であると考えられることなどが理由で

ある｡ 年齢ではなく勤続年数を用いた推定も行ったが, 推定

結果の全体的な傾向は同じであった｡

19) 管理職ダミーを用いたため, モデルには職能等級ダミーが

含まれない｡ したがって賞与決定が年功的であるかというこ

とに関して, 等級の要因を完全にはコントロールできていな

いという問題が残る｡

20) 識別性の問題は考慮されている｡

21) それまでは ｢業績点｣ ｢情意点｣ ｢能力点｣ の三つの評価を

ウェイト付けして ｢昇給点｣ が算出されていたが, 2001 年

の基本給から, いわゆる ｢コンピテンシー｣ を用いた ｢行動

評価点｣ が ｢昇給点｣ として基本給および昇進・昇格に反映

されるようになった｡ 推定の際には, 改定前の制度の ｢昇給

点｣ は, ウェイト付けした ｢情意点｣ ｢能力点｣ を足し合わ

せた点数を求め, それを両方のウェイトを足し合わせた数で

割ったものを計算して ｢昇給点｣ としている (つまり業績点

とそのウェイト部分を除いている)｡ 2001 年以降の基本給は,

｢行動評価点｣ がそのまま ｢昇給点｣ である｡

22) 賞与は半年毎であったが昇給は年 1 回であるため, 昇給点

および基本給の分析で用いられる制度改定ダミーは二つにな

る｡ つまり, 賞与の一つ目の制度改定ダミー (1999 年冬以

降) は 2000 年以降の基本給 (または昇給点) でとらえ, 二

つ目の制度改定ダミー (2000 年冬以降) と三つ目の制度改

定ダミー (2001 年夏以降, これは評価期間でいうと 2000 年

下半期以降を表す) は共に 2001 年以降の基本給 (または昇

給点) でその影響を捉えることになる｡ このため, 賞与と同

じタイミングでの制度改定ダミーの効果は測れず, 2 段階の

制度改定が考慮される (2000 年以降ダミーと 2001 年以降ダ

ミーが用いられる) ことになる｡

23) ダミーやその他の説明変数は業績点および賞与の推定式で

説明された通りである｡ 推定値を用いる際に識別性の問題を

考慮したことも同様である｡

24) ｢成果主義｣ 的制度改定は一般職にも適用されているが,

人事部がターゲットとしているのは総合職とのことである｡

また, 業績評価は半年毎, 昇給点 (行動評価) は 1 年毎であ

り, 勤続が評価期間に満たない場合は規定により一律の処遇

が適用されることから, 評価の安定性を考慮して勤続 1 年以

上のサンプルに限った｡ その他, 例えば海外駐在員など通常

と異なった処遇などによる外れ値および業績点等のデータが

ないサンプルは除いた｡

25) パネル推定のモデル選択のテストは以下の通りである｡
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Pooled OLS と固定効果モデルの選択については F 検定 (個

人効果のテスト), 固定効果モデルとランダム効果モデルの

選択については Hausman 検定, Pooled OLS とランダム効

果モデルの選択についてはランダム効果についての Breusch-

Pagan Lagrangian Mutiplier 検定を行った｡ 各検定統計量

は表 4 に示されている｡

26) 算出については注 30) を参照されたい｡

27) 図表は省略する｡ 本文中で取り上げた以外の推定について

は紙面の都合で図表と詳細を割愛せざるをえなかった｡

28) しかし, その改定が管理職にも影響していることになる｡

29) 業績点の推定値 (予測値) を用いると賞与の式の推定値の

分散が正しくない (通常小さくなる) という問題が指摘され,

これを修正する必要がある (Murphy and Topel (1985) な

ど参照)｡ これを考慮して係数の標準誤差および t 値を修正

したが変数の有意性は変わらなかった｡ ただし, 本論文の推

定では制度改定ダミーとの交差項を含むなどの問題があり,

パッケージ・プログラムによる修正は行えなかったため, 完

全な修正とはいえない可能性がある｡ 分散の修正については

今後厳密な検討を行う必要があろう｡ また, 推定値の使用に

ついて Hausman 検定を試みたところ, 推定値の使用を支持

する結果が得られた｡

30) 賞与の推定の構造を単純化すると, 次のように表せる｡

ln 賞与 it＝�(ln 年齢 it, ln 年齢との交差項 it)

＋�(ln 業績点 (推定値) it, 交差項 it)＋…＋uit

↑

ln 業績点 it＝�(ln 年齢 it,ln 年齢との交差項 it)＋…

�, �, �は係数の行ベクトル, ( ) は対応する変数の列

ベクトルである｡ 賞与の推定において年齢の直接効果は�の

うち有意になったものの和, 間接効果は�で有意になったも

のの和と, �で有意になったものの和との積, 全体的な効果

は直接効果＋間接効果として計算した｡

31) 直接効果, 間接効果, 全体的な効果の計算については賞与

と同様である｡

32) 推定値を用いることによる分散の修正について賞与の場合

(注 29) と同じ問題が残る｡
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